
創業 異業 創業 異業1 改善計画認定申請書（別紙１）・別添１及び別添２、別添４・必要に応じ、さらに別添１及び別添３ ○○○○2 組合等の定款 ○○○○3 最近３期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書類がない場合には、最近２年間の事業状況又は営業状況及び事業用資産の概要を記載した書類） ○○○○4 組合等の改善事業の実施体制図 ○○○○5 改善計画認定申請書（別紙２）・必要に応じ、別添１及び別添２ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○6 中小企業者の定款（ただし、定款を有しない中小企業者（個人事業主又はこれから事業を営もうとする者）を除く。） ○○○○ ○○○○7 中小企業者の最近３期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書（これらの書類がない場合には、最近２年間の事業状況又は営業状況及び事業用資産の概要を記載した書類） ○○○○ ○○○○8 中小企業者が事業を開始することを明らかにする書類 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

改善計画認定申請に必要な提出書類一覧 法人 個人

【特記事項】・各提出書類については、原本１通及びその写し３通を提出・中小企業者が作成する新分野進出等に係る改善計画については、新分野進出等に係る準備行為を始めた時点から６カ月以内に提出するものであること。・企業が新たに企業を設立する場合においては、新たに設立する企業の法人登記の前であっても、新たに設立される企業の予定される所在地・名称・代表者により提出して差し支えないが、当該改善計画を認定するまでに法人登記がなされていることが望ましい。

提　出　書　類　一　覧 中小企業者事業協同組合等


